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(57)【要約】
【課題】水滴落下衝突時における中高周波数帯域の音を
低減させる効果を向上させた換気口端末部材等を提供す
る。
【解決手段】本発明の換気口端末部材は、建物の外壁に
形成された換気孔に取付けられる換気口端末部材であっ
て、建物の外壁面より建物の外側に突出するフード部３
と、フード部３の天板３２の上に弾性支持体４を介して
設けられた水滴受板５とを備え、水滴受板５と弾性支持
体４とで構成される防振体の一次固有振動数ｆ０が、オ
クターブバンドの１６Ｈｚ以上で１２５Ｈｚ以下の周波
数となるように設定されたことを特徴とする。
【選択図】図１



(2) JP 2020-38031 A 2020.3.12

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の外壁に形成された換気孔に取付けられる換気口端末部材であって、
　建物の外壁面より建物の外側に突出するフード部と、フード部の天板の上に弾性支持体
を介して設けられた水滴受板とを備え、
　水滴受板と弾性支持体とで構成される防振体の一次固有振動数ｆ０が、オクターブバン
ドの１６Ｈｚ以上で１２５Ｈｚ以下の周波数となるように設定されたことを特徴とする換
気口端末部材。
【請求項２】
　弾性支持体が板ばねであることを特徴とする請求項１に記載の換気口端末部材。
【請求項３】
　弾性支持体がコイルばねであることを特徴とする請求項１に記載の換気口端末部材。
【請求項４】
　弾性支持体がゴムであることを特徴とする請求項１に記載の換気口端末部材。
【請求項５】
　弾性支持体がばねとゴムとで構成されたことを特徴とする請求項１に記載の換気口端末
部材。
【請求項６】
　水滴受板の板厚を０．５ｍｍ～５ｍｍとしたことによって、水滴受板と弾性支持体とで
構成される防振体の一次固有振動数ｆ０が、オクターブバンドの１６Ｈｚ以上で１２５Ｈ
ｚ以下の周波数となるように設定されたことを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれ
か一項に記載の換気口端末部材。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一項に記載された換気口端末部材のフード部及び水滴
受板が外壁面よりも外側に突出するように当該換気口端末部材が外壁に設けられた建物で
あって、
　建物の上下階の外壁に設けられた各換気口端末部材の各水滴受板が、垂直線上に位置さ
れたことを特徴とする建物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水滴落下衝突音の居室内への伝播を低減させることができる構造を備えた換
気口端末部材等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　集合住宅、ホテル、事務所ビル等の建物においては、換気設備の設置が義務付けられて
いる。当該換気設備としては、居室に換気口が設置されて、居室の外壁にベントキャップ
等と呼称される換気口端末部材が設置されることが多い。
　当該換気口端末部材は、フード部が外壁面よりも外側に突出するように建物の上下階の
外壁の換気孔にそれぞれ取付けられ、上下階の各換気口端末部材が、垂直線上に位置され
ることが多い。
　当該建物においては、降雨等の後に、上階の換気口端末部材から水滴が落下して下階の
換気口端末部材のフード部の天板の上に衝突した際に、水滴落下衝突音が生じ、当該水滴
落下衝突音が固体伝播音として居室内に伝播する。
　当該水滴落下衝突音の低下対策を施した換気口端末部材としては、例えば、フード部の
天板の上に弾性支持体を介して水滴受板が設けられた構造のものが知られている（特許文
献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特許第５２５８７１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に開示された換気口端末部材では、弾性支持体が支持板と弾
性部材とで構成される。当該弾性支持体の支持板は、板厚１ｍｍ前後であるため剛性が高
く、弾性部材はゴムであるので、弾性支持体と水滴受板とで構成される防振体の一次固有
振動数ｆ０が高くなり、上述した水滴落下衝突時における中高周波数帯域の音を低減させ
る効果が十分ではないという課題があった。
　本願発明は、水滴落下衝突時における中高周波数帯域の音を低減させる効果を向上させ
た換気口端末部材等を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る換気口端末部材は、建物の外壁に形成された換気孔に取付けられる換気口
端末部材であって、建物の外壁面より建物の外側に突出するフード部と、フード部の天板
の上に弾性支持体を介して設けられた水滴受板とを備え、水滴受板と弾性支持体とで構成
される防振体の一次固有振動数ｆ０が、オクターブバンドの１６Ｈｚ以上で１２５Ｈｚ以
下の周波数となるように設定されたことを特徴とする。
　また、弾性支持体が板ばねであることを特徴とする。請求項１に記載の換気口端末部材
。
　また、弾性支持体がコイルばねであることを特徴とする。
　以上のように構成された換気口端末部材によれば、水滴落下衝突時における中高周波数
帯域の音を低減させる効果が向上した換気口端末部材を得ることができる。
　また、弾性支持体がゴムであることを特徴とする。
　また、弾性支持体がばねとゴムとで構成されたことを特徴とする。
　以上のように構成された換気口端末部材によれば、ゴムが有する減衰の効果によって、
防振体の共振ポイントの増幅倍率を低下させる効果が付与されるので、共振ポイントの弊
害を抑えて水滴落下衝突音の低減効果を向上した換気口端末部材を得ることができる。
　また、水滴受板の板厚を０．５ｍｍ～５ｍｍとしたことによって、水滴受板と弾性支持
体とで構成される防振体の一次固有振動数ｆ０が、オクターブバンドの１６Ｈｚ以上で１
２５Ｈｚ以下の周波数となるように設定されたことを特徴とするので、防振体を構造体と
して成立させることができて、かつ、水滴落下衝突時における中高周波数帯域の音を低減
させることができる換気口端末部材を得ることができる。
　また、本発明に係る建物は、上述したいずれかの換気口端末部材のフード部及び水滴受
板が外壁面よりも外側に突出するように当該換気口端末部材が外壁に設けられた建物であ
って、建物の上下階の外壁に設けられた各換気口端末部材の各水滴受板が、垂直線上に位
置されたので、上階の換気口端末部材から水滴が落下して下階の換気口端末部材の水滴受
板に衝突した際に生じる水滴落下衝突音の低減効果に優れた建物を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】換気口端末部材を前側から見た斜視図（実施形態１）。
【図２】換気口端末部材を後側から見た斜視図（実施形態１）。
【図３】換気口端末部材の正面図（実施形態１）。
【図４】換気口端末部材の背面図（実施形態１）。
【図５】建物の上下階の外壁に取付けられた上の換気口端末部材から下の換気口端末部材
に水滴が落下する状態を示す図（実施形態１）。
【図６】弾性支持体の構造を示す断面図（実施形態１）。
【図７】弾性支持体の構造を示す断面図（実施形態２）。
【図８】弾性支持体の構造を示す断面図（実施形態３）。
【図９】弾性支持体の構造を示す断面図（実施形態４）。
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【図１０】弾性支持体の構造を示す断面図（実施形態５）。
【図１１】弾性支持体の構造を示す断面図（実施形態６）。
【図１２】弾性支持体の構造を示す断面図（実施形態７）。
【図１３】弾性支持体の構造を示す断面図（実施形態８）。
【図１４】弾性支持体の構造を示す断面図（実施形態９）。
【図１５】各試験体での水滴落下衝突音のＦＦＴ解析結果を示す図。
【図１６】各試験体での水滴落下衝突音の測定結果を示す図であり、（ａ）は数値表、（
ｂ）は比較グラフ。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
実施形態１
　図１乃至図６に示すように、実施形態１に係る換気用端末部材１は、建物９０の外壁９
１に建物９０の内外に連通するように形成された換気孔９２に挿入される筒部２と、建物
９０の外壁面９３より外側に突出するフード部３と、フード部３の天板３２の上に弾性支
持体４を介して設けられた水滴受板５とを備え、水滴受板５と弾性支持体４とで構成され
る防振体の一次固有振動数ｆ０が、オクターブバンドの１６Ｈｚ以上で１２５Ｈｚ以下の
周波数となるように設定されている。
　当該換気用端末部材１の筒部２、フード部３、水滴受板５は、例えば金属板により形成
される。
【０００８】
　図１，図２に示すように、フード部３は、四角形状の前板３１と、天板（上板）３２と
、左側板３３と、右側板３４と、後板３５とを備えた直方体函状に形成されており、下部
が開口された室外側通風孔３６（図１参照）に形成されて、かつ、後板３５を形成する四
角形状の板の中央側が開口された室内側通風孔３７に形成され、当該室内側通風孔３７の
孔縁側に筒部２の一端開口縁側が接続されている。即ち、筒部２が、フード部３の後板３
５に接続されて当該後板３５の後方に延長するように設けられた構成となっている。筒部
２は、例えば、円筒部に形成される。
　即ち、フード部３は、換気口端末部材１が換気孔９２に取付けられることによって、下
部の室外側通風孔３６、及び、室内側通風孔３７を介して、建物９０の内側から建物９０
の外側に、又は、建物９０の外側から建物９０の内側に空気が流通可能となる。
　また、室外側通風孔３６、及び、室内側通風孔３７のうち、少なくとも、一方の通風孔
はガラリ３８（図１参照）に形成されている。
【０００９】
　換言すれば、フード部３は、四角形状の前板３１と、前板３１の板面と対向する板面を
備えた後板３５と、前板３１の四角形の上辺と後板３５の四角形の上辺とを繋ぐ天板３２
と、前板３１の四角形の上辺の一端より下方に延長する四角形の左辺と後板３５の四角形
の上辺の一端より下方に延長する左辺とを繋ぐ左側板３３と、前板３１の四角形の上辺の
他端より下方に延長する四角形の右辺と後板３５の四角形の上辺の他端より下方に延長す
る右辺とを繋ぐ右側板３４とで構成され、換気口端末部材１が換気孔９２に取付けられた
場合、これら前板３１と天板３２と左側板３３と右側板３４と後板３５とで囲まれた空間
が、下部の室外側通風孔３６を介して室外と連通し、かつ、後板３５の室内側通風孔３７
を介して室内と連通するように構成されている。
【００１０】
　即ち、換気口端末部材１は、筒部２が筒部２の他端側から建物９０の外壁９１に形成さ
れた換気孔９２に挿入されて、フード部３の後板３５の後面３５ａが建物９０の外壁面９
３に近接し、かつ、天板３２が上方、左側板３３が左側、右側板３４が右側に位置された
状態となるように設置される。
　尚、筒部２の外周面には、例えば図外の板ばねが設けられており、当該筒部２が換気孔
９２内に押し込まれて当該板ばねが換気孔９２の内面にばね弾性によって押し付けられる
ことによって、換気口端末部材１が換気孔９２に固定され、当該固定された状態で、フー
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ド部３の後板３５の上縁、左縁、右縁と外壁面９３との隙間にシーリング材等の隙間充填
剤が充填されることにより、換気口端末部材１が換気孔９２に取付けられる。
【００１１】
　また、フード部３の後板３５の下端側には、フード部３５の板面を伝って流れてくる水
を受けて当該受けた水を外壁面９３から離れた外壁面９３の前側に流す水切部３９を備え
る。
　水切部３９は、例えば、フード部３の後板３５において室外側通風孔３６よりも下方に
突出した部分により形成された奥板３９ａと、奥板３９ａの下端側の左右の側縁より突出
する突出片３９ｂ，３９ｂと、奥板３９ａの下端及び左右の突出片３９ｂ，３９ｂの下端
より前方下方に傾斜して突出する傾斜片３９ｃと、傾斜片３９ｃの左右の側縁より上方に
立ち上がるように設けられた左右の規制片３９ｄ，３９ｄとを備えた構成である。
　当該水切部３９を備えたので、フード部３の板面を伝って流れてくる水滴が傾斜片３９
ｃを介して外壁面９３の前側に流下して、下階の換気孔９２に取付けられた換気口端末部
材１の水滴受板５上に落下するので、水滴が外壁面９３を伝って流れ落ちることを防止で
き、外壁面９３に水跡が付いてしまうことを防止できる。
【００１２】
　フード部３の天板３２の上に弾性支持体４を介して設けられた水滴受板５は、フード部
３の天板３２の上方を覆うように配置された屋根形状の板材により構成される。
　図１に示すように、例えば、水滴受板５の上面は、寄棟の頂上部がフード部３の天板３
２の長方形よりも一回り小さい相似な長方形の平面状となった屋根形状に形成される。
　換言すれば、水滴受板５は、例えば、フード部３の天板３２の長方形よりも一回り小さ
い長方形状の板により形成されて板面がフード部３の天板３２の板面と所定の間隔を隔て
て平行に対向すように配置された中央板部５１と、当該中央板部５１を構成する長方形の
各辺縁から対応するフード部３の天板３２の長方形の各辺縁に近付くように傾斜する傾斜
板により形成された周辺板部５２，５２…とを備えた構成である。
　そして、水滴受板５は、中央板部５１を構成する長方形の中心５Ｃが、フード部３の天
板３２の板面と直交して当該天板３２の長方形の中心を通過する垂直線Ｖ上に位置される
ように、弾性支持体４を介してフード部３の天板３２の上に設けられる。
【００１３】
　そして、図５に示すように、上下階の外壁９１，９１に、換気口端末部材１のフード部
３及び水滴受板５が外壁面９３より外側に突出するように各換気口端末部材１，１が設け
られ、各換気口端末部材１，１の各水滴受板５，５の中心５Ｃ，５Ｃが、垂直線Ｖ上に位
置された建物９０が構成される。
　当該建物９０においては、上階に取付けられた換気口端末部材１のフード部３の板面を
伝って水切部３９に流れてくる水が水切部３９の傾斜片３９ｃの前端を介して下階に取付
けられた換気口端末部材１の水滴受板５の上に落下する。
【００１４】
　そこで、実施形態１の換気口端末部材１では、フード部３の天板３２の上に弾性支持体
４を介して水滴受板５を設けた構成とし、当該水滴受板５と弾性支持体４とで構成される
防振体の一次固有振動数ｆ０を、オクターブバンドの１６Ｈｚ以上で１２５Ｈｚ以下の周
波数となるように設定することによって、当該換気口端末部材１の水滴受板５の上に水滴
が落下した際の水滴落下衝突音における中高周波数帯域の音を低減させるようにした。
【００１５】
　図６に示すように、実施形態１の換気口端末部材１は、弾性支持体４を、ばねとしての
板ばね６０により構成し、当該板ばね６０と水滴受板５とで構成される防振体の一次固有
振動数ｆ０を、オクターブバンドの１６Ｈｚ以上で１２５Ｈｚ以下の周波数となるように
、より好ましくは、オクターブバンドの１６Ｈｚ以上で６３Ｈｚ以下の周波数となるよう
に設定した。
【００１６】
　板ばね６０は、水滴受板５の中央板部５１の下面と平行となる面を有して中央板部５１
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に連結される中央板部６２と、中央板部６２の左右両方の端部からそれぞれ中央板部５１
の下面と直交して天板３２に近づく方向に延長する左右の立ち下がり板部６３，６３と、
左右の立ち下がり板部６３，６３の下端からそれぞれ互いに反対方向に下って延長する左
右の傾斜板部６４，６４と、各傾斜板部６４，６４の下端からそれぞれ互いに反対方向に
延長して天板３２と平行となる面を有して天板３２に連結される左右両方の端板部６１，
６１とを備えた形状のものを用いた。
【００１７】
　実施形態１の換気口端末部材１は、例えば図６に示すように、板ばね６０の左右両方の
端板部６１，６１がフード部３の天板３２にボルト４１及びナット４２により連結される
とともに、天板３２に連結された板ばね６０の左右両方の端板部６１，６１よりも上方に
位置された板ばね６０の中央板部６２と水滴受板５の中央板部５１とが1組以上のボルト
４１及びナット４２により連結された構成とした。
　尚、天板３２の下面とナット４２との間、中央板部６２の下面とナット４２との間には
、例えば、平座金４３及びばね座金４４が設置される。
【００１８】
実施形態２
　図７に示すように、実施形態２の換気口端末部材１は、弾性支持体４を、ばねとしての
複数の板ばね６０Ａ，６０Ｂにより構成し、当該複数の板ばね６０Ａ，６０Ｂと水滴受板
５とで構成される防振体の一次固有振動数ｆ０を、オクターブバンドの１６Ｈｚ以上で１
２５Ｈｚ以下の周波数となるように、より好ましくは、オクターブバンドの１６Ｈｚ以上
で６３Ｈｚ以下の周波数となるように設定した。
【００１９】
　板ばね６０Ａは、天板３２の上面と平行となる面を有して天板３２に連結される左右両
方の端板部６１Ａ，６１Ａと、左右両方の端板部６１Ａ，６１Ａ間を繋ぐ湾曲板部６２Ａ
とを備えた形状のものを用いた。
　また、板ばね６０Ｂは、水滴受板５の中央板部５１の下面と平行となる面を有して中央
板部５１に連結される左右両方の端板部６１Ｂ，６１Ｂと、左右両方の端板部６１Ｂ，６
１Ｂ間を繋ぐ湾曲板部６２Ｂとを備えた形状のものを用いた。
【００２０】
　実施形態２の換気口端末部材１は、例えば図７に示すように、一方の板ばね６０Ａの左
右両方の端板部６１Ａ，６１Ａが天板３２の左右側にボルト４１及びナット４２により連
結されるとともに、他方の板ばね６０Ｂの左右両方の端板部６１Ｂ，６１Ｂが水滴受板５
の中央板部５１の左右側にボルト４１及びナット４２により連結され、かつ、一方の板ば
ね６０Ａの左右両方の端板部６１Ａ，６１Ａよりも上方に位置された一方の板ばね６０Ａ
の湾曲板部６２Ａの中央部と他方の板ばね６０Ｂの左右両方の端板部６１Ｂ，６１Ｂより
も下方に位置された他方の板ばね６０Ｂの湾曲板部６２Ｂの中央部とがボルト４１及びナ
ット４２により連結された構成とした。
　尚、天板３２の下面とナット４２との間、他方の板ばね６０Ｂの端板部６１Ｂの下面と
ナット４２との間、一方の板ばね６０Ａの湾曲板部６２Ａの中央部の下面とナット４２と
の間には、例えば、平座金４３及びばね座金４４が設置される。
【００２１】
実施形態３
　図８に示すように、実施形態３の換気口端末部材１は、弾性支持体４を、ばねとしての
コイルばね（圧縮コイルばね）６０Ｃと支軸４６とにより構成し、当該コイルばね６０Ｃ
と支軸４６と水滴受板５とで構成される防振体の一次固有振動数ｆ０を、オクターブバン
ドの１６Ｈｚ以上で１２５Ｈｚ以下の周波数となるように、より好ましくは、オクターブ
バンドの１６Ｈｚ以上で６３Ｈｚ以下の周波数となるように設定した。
【００２２】
　コイルばね６０Ｃは、水滴受板５の中央板部５１の左端部側に配置された左のコイルば
ね６０Ｃと、水滴受板５の中央板部５１の右端部側に配置された右のコイルばね６０Ｃと
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を用いた。
【００２３】
　実施形態３の換気口端末部材１は、例えば図８に示すように、コイルばね６０Ｃの一端
６１Ｃ側が、天板３２の上面と接触するか、又は、天板３２と連結されるとともに、コイ
ルばね６０Ｃの他端６２Ｃ側が、水滴受板５の下面と接触するか、又は、水滴受板５と連
結された構成とした。
【００２４】
　具体的には、図８に示すように、水滴受板５の中央板部５１の下面の左右側には、当該
下面から突出するように支軸４６，４６が設けられている。即ち、当該支軸４６の他端４
６ａが溶接等の固定手段によって水滴受板５の中央板部５１に下面に取付けられている。
　また、フード部３の天板３２において、コイルばね６０Ｃの一端６１Ｃが配置される位
置には、それぞれ、支軸４６を貫通させるための軸貫通孔４７が形成されている。
【００２５】
　そして、実施形態３の換気口端末部材１は、水滴受板５の中央板部５１の下面に固定さ
れている支軸４６を、コイルばね６０Ｃの他端６２Ｃ側からコイルばね６０Ｃの中空部及
び天板３２の軸貫通孔４７に通して、支軸４６の一端４６ｂ側を天板３２の下面より下方
に突出させ、当該支軸４６の一端４６ｂ側に軸止部材４８を取付けることによって、コイ
ルばね６０Ｃの他端６２Ｃが水滴受板５の中央板部５１の下面に接触し、かつ、コイルば
ね６０Ｃの一端６１Ｃが天板３２の上面に接触した状態が維持されるように構成される。
【００２６】
　また、実施形態３では、弾性支持体４は、コイルばね６０Ｃの他端６２Ｃと水滴受板５
の中央板部５１の下面とを溶接、接着等の固定手段によって連結するとともに、コイルば
ね６０Ｃの一端６１Ｃと天板３２の上面とを溶接、接着等の固定手段によって連結した構
成としてもよい。
【００２７】
　また、図示しないが、実施形態３では、弾性支持体４は、支軸４６を備えずに、例えば
、コイルばね６０Ｃの他端６２Ｃと水滴受板５の中央板部５１の下面とが溶接、接着等の
固定手段によって連結され、かつ、コイルばね６０Ｃの一端６１Ｃと天板３２の上面とが
溶接、接着等の固定手段によって連結された構成としてもよい。
　即ち、実施形態３の換気口端末部材１は、弾性支持体４を、ばねとしてコイルばね（圧
縮コイルばね）６０Ｃにより構成し、当該コイルばね６０Ｃと水滴受板５とで構成される
防振体の一次固有振動数ｆ０を、オクターブバンドの１６Ｈｚ以上で１２５Ｈｚ以下の周
波数となるように、より好ましくは、オクターブバンドの１６Ｈｚ以上で６３Ｈｚ以下の
周波数となるように設定した構成としてもよい。
【００２８】
実施形態４
　図９に示すように、実施形態４の換気口端末部材１は、弾性支持体４を、実施形態１（
図６参照）の板ばね６０と同じものにより構成し、当該板ばね６０と水滴受板５とで構成
される防振体の一次固有振動数ｆ０を、オクターブバンドの１６Ｈｚ以上で１２５Ｈｚ以
下の周波数となるように、より好ましくは、オクターブバンドの１６Ｈｚ以上で６３Ｈｚ
以下の周波数となるように設定した。
【００２９】
　即ち、図９に示すように、板ばねとして図６の板ばね６０と同じものを使用して、当該
板ばね６０の左右両方の端板部６１，６１と水滴受板５の中央板部５１の左右側とがボル
ト４１及びナット４２により連結されるとともに、中央板部５１の左右側に連結された左
右両方の端板部６１，６１よりも下方に位置された中央板部６２と天板３２の中央側とが
1組以上のボルト４１及びナット４２により連結された構成とした。
　尚、天板３２の下面とナット４２との間、端板部６１の下面とナット４２との間には、
例えば、平座金４３及びばね座金４４が設置される。
【００３０】
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実施形態５
　図１０に示すように、実施形態５の換気口端末部材１は、弾性支持体４を、ばねとして
の板ばね６０ｘとゴム７０とにより構成し、当該板ばね６０ｘとゴム７０と水滴受板５と
で構成される防振体の一次固有振動数ｆ０を、オクターブバンドの１６Ｈｚ以上で１２５
Ｈｚ以下の周波数となるように、より好ましくは、オクターブバンドの１６Ｈｚ以上で６
３Ｈｚ以下の周波数となるように設定した。
【００３１】
　板ばね６０ｘは、水滴受板５の中央板部５１の下面と平行となる面を有して中央板部５
１に連結される中央板部６２ｘと、中央板部６２ｘの左右の端部からそれぞれ中央板部５
１と直交して天板３２に近づく方向に延長する左右の立ち下がり板部６３ｘ，６３ｘと、
左右の立ち下がり板部６３ｘ，６３ｘの下端からそれぞれ互いに反対方向に延長して天板
３２の上面と平行となる面を有した左右両方の端板部６１ｘ，６１ｘとを備えた形状のも
のを用いた。
【００３２】
　実施形態５の換気口端末部材１は、例えば図１０に示すように、板ばね６０ｘの左右両
方の端板部６１ｘ，６１ｘの延長端部側が天板３２にゴム７０を介してボルト４１及びナ
ット４２により連結されるとともに、天板３２に連結された板ばね６０ｘの左右両方の端
部６１ｘ，６１ｘよりも上方に位置された板ばね６０の中央板部６２ｘと水滴受板５の中
央板部５１とが1組以上のボルト４１及びナット４２により連結された構成とした。
　尚、中央板部６２ｘの下面とナット４２との間には、例えば、平座金４３及びばね座金
４４が設置される。
【００３３】
　板ばね６０ｘの左右の端板部６１ｘ，６１ｘの延長端部側とフード部３の天板３２との
ゴム連結部７，７は、具体的には、次のように構成される。
　板ばね６０ｘの左右両方の端板部６１ｘ，６１ｘの延長端部側には、それぞれ、ボルト
４１を貫通させるボルト貫通孔が形成されている。
　また、ゴム７０は、中心に、金属筒４５を装着するための装着孔７３が形成された円筒
状でかつ外周面には外周面を一周するリング状の溝７１が形成された円筒状のゴムである
。
　また、フード部３の天板３２において、板ばね６０ｘの左右両方の端板部６１ｘ，６１
ｘの延長端部側が連結される位置には、それぞれ、円筒状のゴム７０が嵌め込まれる嵌合
用貫通孔７２が形成されている。
【００３４】
　予めゴム７０の装着孔７３内に金属筒４５を装着しておき、そして、フード部３の天板
３２に形成された嵌合用貫通孔７２の孔縁が円筒状ゴム７０のリング状の溝７１に嵌まり
込むように、ゴム７０を嵌合用貫通孔７２に取付ける。
　その後、板ばね６０ｘの端板部６１ｘの延長端部側に形成されたボルト貫通孔とゴム７
０の内側に装着された金属筒４５の筒孔とが一致するように、板ばね６０ｘの端板部６１
ｘを天板３２の上面より上方に突出するゴム７０の一端面に設置し、ボルト４１を板ばね
６０ｘの端板部６１ｘのボルト貫通孔と金属筒４５の筒孔とに通してボルト４１の先端側
を天板３２の下面より下方に突出するゴム７０の他端面より下方に突出させる。
　そして、このゴム７０の他端面より下方に突出させたボルト４１の先端側に例えば平座
金４３及びばね座金４４を介してナット４２を締結することにより、板ばね６０ｘの端板
部６１ｘの延長端部側と天板３２とがゴム７０を介してボルト４１及びナット４２により
連結された構造のゴム連結部７が構成される。
【００３５】
　尚、図示しないが、実施形態５においては、弾性支持体４は、板ばね６０ｘの端板部６
１ｘ側及び中央板部６２ｘのうちの少なくとも一方が、ゴム連結部７によって連結された
構成とすればよい。例えば、実施形態５の弾性支持体４は、板ばね６０ｘの左右両方の端
板部６１ｘ，６１ｘがゴム連結部７を介して天板３２に連結されるとともに、板ばね６０
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ｘの中央板部６２ｘがゴム連結部７を介して水滴受板５に連結された構成としてもよい。
【００３６】
実施形態６
　図１１に示すように、実施形態６の換気口端末部材１は、弾性支持体４を、実施形態２
（図７参照）の複数の板ばね６０Ａ，６０Ｂとゴム７０，７０とにより構成し、当該複数
の板ばね６０Ａ，６０Ｂとゴム７０，７０と水滴受板５とで構成される防振体の一次固有
振動数ｆ０を、オクターブバンドの１６Ｈｚ以上で１２５Ｈｚ以下の周波数となるように
、より好ましくは、オクターブバンドの１６Ｈｚ以上で６３Ｈｚ以下の周波数となるよう
に設定した。
【００３７】
　即ち、図１１に示すように、複数の板ばね６０Ａ，６０Ｂとして実施形態２の複数の板
ばね６０Ａ，６０Ｂと同じものを使用して、一方の板ばね６０Ａの左右両方の端板部６１
Ａ，６１Ａと天板３２との連結部をゴム連結部７により構成した。
　図１１において特に説明しなかった部分の構成は、実施形態２（図７）の構成と同じで
ある。
【００３８】
　尚、図示しないが、実施形態６においては、弾性支持体４は、一方の板ばね６０Ａの左
右両方の端板部６１Ａ，６１Ａと天板３２との連結部、他方の板ばね６０Ｂの左右両方の
端板部６１Ｂ，６１Ｂと水滴受板５との連結部、一方の板ばね６０Ａの湾曲板部６２Ａの
中央部と他方の板ばね６０Ｂの湾曲板部６２Ｂの中央部との連結部のうちの、１つ以上の
連結部が、ゴム連結部７により構成されていればよい。
【００３９】
実施形態７
　図１２に示すように、実施形態７の換気口端末部材１は、弾性支持体４を、実施形態３
（図８参照）の複数のコイルばね６０Ｃ，６０Ｃとゴム７０，７０とにより構成し、当該
複数のコイルばね６０Ｃ，６０Ｃとゴム７０，７０と水滴受板５とで構成される防振体の
一次固有振動数ｆ０を、オクターブバンドの１６Ｈｚ以上で１２５Ｈｚ以下の周波数とな
るように、より好ましくは、オクターブバンドの１６Ｈｚ以上で６３Ｈｚ以下の周波数と
なるように設定した。
【００４０】
　即ち、実施形態７の換気口端末部材１は、図１２に示すように、実施形態３と同じ複数
のコイルばね６０Ｃ，６０Ｃを使用して、装着孔７３内に金属筒４５が装着されたゴム７
０を、コイルばね６０Ｃの一端６１Ｃと軸止部材４８との間に設置して構成されたゴム連
結部７Ａを備えた構成とした。
　図１２において特に説明しなかった部分の構成は、実施形態３（図８）の構成と同じで
ある。
　尚、コイルばね６０Ｃの一端６１Ｃと水滴受板５とをゴム連結部７Ａを用いて連結して
もよい。
　即ち、図示しないが、実施形態７においては、弾性支持体４は、コイルばね６０Ｃの一
端６１Ｃと天板３２との連結部、コイルばね６０Ｃの一端６１Ｃと水滴受板５との連結部
のうちの、１つ以上の連結部が、ゴム連結部７Ａにより構成されていればよい。
【００４１】
実施形態８
　図１３に示すように、実施形態８の換気口端末部材１は、弾性支持体４を、実施形態４
（図９参照）の板ばね６０とゴム７０，７０とにより構成し、当該板ばね６０とゴム７０
，７０と水滴受板５とで構成される防振体の一次固有振動数ｆ０を、オクターブバンドの
１６Ｈｚ以上で１２５Ｈｚ以下の周波数となるように、より好ましくは、オクターブバン
ドの１６Ｈｚ以上で６３Ｈｚ以下の周波数となるように設定した。
【００４２】
　即ち、実施形態８の換気口端末部材１は、図１３に示すように、実施形態４の板ばね６
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０と同じものを使用して、当該板ばね６０の中央板部６２と天板３２の中央側との連結部
を１組以上のゴム連結部７により構成した。
　図１３において特に説明しなかった部分の構成は、実施形態４（図９）の構成と同じで
ある。
【００４３】
　尚、実施形態８においては、弾性支持体４は、板ばね６０Ｃの中央板部６２と天板３２
との連結部、板ばね６０Ｃの端板部６１と水滴受板５との連結部のうちの、少なくとも一
方の連結部が、ゴム連結部７により構成されていればよい。
【００４４】
実施形態９
　図１４に示すように、実施形態９の換気口端末部材１は、弾性支持体４を、例えば実施
形態４（図９参照）や実施形態８（図１３参照）で示した板ばね６０と同様な形状に形成
されてばね機能を持つゴムとしてのゴム板６００により構成し、当該ゴム板６００と水滴
受板５とで構成される防振体の一次固有振動数ｆ０を、オクターブバンドの１６Ｈｚ以上
で１２５Ｈｚ以下の周波数となるように、より好ましくは、オクターブバンドの１６Ｈｚ
以上で６３Ｈｚ以下の周波数となるように設定した。
【００４５】
　ゴム板６００は、フード部３の天板３２に連結される中央板部６０２と、中央板部６０
２の左右の端部からそれぞれ天板３２と直交して水滴受板５に近づく方向に延長する左右
の立ち上がり板部６０３，６０３と、左右の立ち上がり板部６０３，６０３の上端からそ
れぞれ互いに反対方向に上がって延長する左右の傾斜板部６０４，６０４と、各傾斜板部
６０４，６０４の上端からそれぞれ互いに反対方向に延長して水滴受板５に連結される左
右両方の端板部６０１，６０１とを備えた形状のものを用いた。
【００４６】
　即ち、実施形態９の換気口端末部材１は、図１４に示すように、ゴム板６００の左右両
方の端板部６０１，６０１が水滴受板５の中央板部５１の左右側にボルト４１及びナット
４２により連結されるとともに、中央板部５１の左右側に連結された左右の端板部６０１
，６０１よりも下方に位置された中央板部６０２が天板３２の中央側にボルト４１及びナ
ット４２により連結された構成とした。
　尚、天板３２の下面とナット４２との間、端板部６０１の下面とナット４２との間には
、例えば、平座金４３及びばね座金４４が設置される。
【００４７】
　本発明の換気口端末部材１の水滴落下衝突音低減効果を確認するための実験を以下のよ
うに行った。
【００４８】
・実験方法
　共同住宅の給気孔に取付けた換気口端末部材の各試験体に水滴が落下する状況を模擬し
た実験を簡易無響室内で行った。
　実験設備は以下のとおりである。
　足場の下部に内径９００ｍｍ角の箱（内部をグラスウールで吸音処理した箱）を設置し
、箱の正面中央の位置の外側に換気口端末部材の試験体を設置するとともに、内側にレジ
スター（内側換気口）を設置した。レジスターは樹脂製のプッシュタイプとし、実験時は
「開」の状態とした。
　共同住宅の一般的な階高を想定し，換気口端末部材の試験体天端に高さ３ｍの位置から
スポイトを使って水滴を落下させた。
　水滴落下衝突音の測定は、マイクロホンを箱内部の中心の位置に設置し、水滴落下衝突
音のＡ特性音圧レベル、及び、１／３オクターブバンド音圧レベルの最大値を測定した。
水滴の落下回数は，１試験体に対し５０回とし，外部からの影響の小さい４０回のデータ
の平均値を測定値とした。
【００４９】



(11) JP 2020-38031 A 2020.3.12

10

20

30

40

50

・換気口端末部材の試験体
　実験に用いた換気口端末部材の試験体の設計値は、以下のとおりである。
（ａ）従来品＝天板３２の上に水滴受板５を備えない構成の換気口端末部材。
（ｂ）先行技術文献品＝特許文献１に開示された構成の換気口端末部材（防振体のばね定
数ｋ＝２４８．８Ｎ／ｍｍ、防振体の一次固有振動数ｆ０＝３００Ｈｚ）。
（ｃ）出願品＝実施形態５（図１０参照）の換気口端末部材1（板ばね６０のばね定数ｋ
＝１１．０Ｎ／ｍｍ、防振体の一次固有振動数ｆ０＝６３Ｈｚ）。
　尚、各換気口端末部材の試験体の材質、寸法等は、以下のとおりである。
　筒部、フード部、水滴受板の材質＝ステンレス鋼ＳＵＳ３０４、筒部の径＝９７ｍｍ、
水滴受板の短辺４３ｍｍ、長辺１５０ｍｍ、水滴受板の板厚１ｍｍ、水滴受板の質量ｍ＝
７０ｇ。
【００５０】
・実験結果
　図１５に、上述した換気口端末部材の各試験体の水滴落下衝突音のＦＦＴ解析結果を示
し、図１６に、各試験体の１／３オクターブバンド中心周波数－音圧レベルの測定結果を
示す。
　従来品と先行技術文献品とを比較すると、先行技術文献品では１０００Ｈｚ近辺の音圧
レベルが低下していることがわかる。
　また、先行技術文献品と出願品とを比較すると、出願品では１００Ｈｚ以上の音圧レベ
ルが大幅に低下していることがわかる。このことは、本発明の換気口端末部材1では、防
振体が有効に作用して、水滴受板５からフード部３への振動エネルギーの伝達率が低くな
っていることを表している。
　出願品の防振体の一次固有振動数はオクターブバンド６３Ｈｚに設定したものであり、
この６３Ｈｚの√２倍である８９Ｈｚ以上の領域が防振領域となったと考えられる。
　また、先行技術文献品と出願品との１００Ｈｚ以下の領域を比較すると、出願品の方が
音圧レベルが高くなっており、一次固有振動数である６３Ｈｚの周辺は先行技術文献品に
比べて振動が増幅されていることがわかる。
　即ち、出願品では、防振体の一次固有振動数ｆ０を低い周波数帯に設定したことにより
、高い周波数帯域の振動伝達量が小さくなったと考えられる。
　このように、出願品によれば、水滴Ｗが水滴受板５に衝突した際に生じる水滴落下衝突
音における中高周波数帯域の音を低減させる効果が向上することがわかった。
【００５１】
　また、出願品のＡ特性音圧レベルは、３０ｄＢ以下であり、人が気になるレベルではな
いことがわかる。
【００５２】
　尚、水滴受板５と弾性支持体４とで構成される防振体の一次固有振動数ｆ０は、式（１
）で求めることができる。

ここで、
　ｆ０：一次固有振動数（Ｈｚ）
　ｍ：水滴受板の質量（ｋｇ）
　ｋ：ばね定数（Ｎ／ｍ）
【００５３】
　一般に、上述した防振体の一次固有振動数ｆ０を低くするためには、弾性支持体４のば
ね定数を小さくすればよいが、弾性支持体４のばね定数を小さくしすぎると、弾性支持体
４が柔らかくなりすぎて、防振体を構造体として成立させることが難しくなる。
　そこで、このような場合は、水滴受板５の質量を大きくすることによって、防振体の一
次固有振動数ｆ０を目標値（例えば、オクターブバンドの１６Ｈｚ以上で６３Ｈｚ以下）
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に設定すればよい。
【００５４】
　即ち、設計時において、防振体の一次固有振動数ｆ０の目標値を決め、防振体の一次固
有振動数ｆ０が当該目標値となるように、上述した式（１）に基づいて、防振体を構成す
る、水滴受板５の質量ｍ、及び、弾性支持体４のばね定数ｋを決める。
【００５５】
　以下に、換気口端末部材１の筒部２の径を変えた場合における、水滴受板５の質量ｍと
弾性支持体４のばね定数ｋとの組み合わせを例示する。尚、ここでは、水滴受板５として
、板厚１ｍｍ，２．５ｍｍのステンレス鋼ＳＵＳ３０３を使用した場合の設計例を示す。
【００５６】
　設計例１＝筒部２の径が７５ｍｍ、水滴受板５の短辺３３ｍｍ、長辺１２５ｍｍの場合
。
［１］水滴受板５の板厚１ｍｍの場合。
（ａ）防振体の一次固有振動数ｆ０の目標値＝３０Ｈｚ→水滴受板５の質量ｍ＝５１ｇ、
弾性支持体４のばね定数ｋ＝１．８Ｎ／ｍｍ。
（ｂ）防振体の一次固有振動数ｆ０の目標値＝４０Ｈｚ→水滴受板５の質量ｍ＝５１ｇ、
弾性支持体４のばね定数ｋ＝３．２Ｎ／ｍｍ。
［２］水滴受板５の板厚２．５ｍｍの場合。
（ａ）防振体の一次固有振動数ｆ０の目標値＝３０Ｈｚ→水滴受板５の質量ｍ＝１００ｇ
、弾性支持体４のばね定数ｋ＝３．６Ｎ／ｍｍ。
（ｂ）防振体の一次固有振動数ｆ０の目標値＝４０Ｈｚ→水滴受板５の質量ｍ＝１００ｇ
、弾性支持体４のばね定数ｋ＝６．４Ｎ／ｍｍ。
【００５７】
　設計例２＝筒部２の径が１００ｍｍ、水滴受板５の短辺４３ｍｍ、長辺１５０ｍｍ。
［１］水滴受板５の板厚１ｍｍの場合。
（ａ）防振体の一次固有振動数ｆ０の目標値＝３０Ｈｚ→水滴受板５の質量ｍ＝７０ｇ、
弾性支持体４のばね定数ｋ＝２．５Ｎ／ｍｍ。
（ｂ）防振体の一次固有振動数ｆ０の目標値＝４０Ｈｚ→水滴受板５の質量ｍ＝７０ｇ、
弾性支持体４のばね定数ｋ＝４．４Ｎ／ｍｍ。
［２］水滴受板５の板厚２．５ｍｍの場合。
（ａ）防振体の一次固有振動数ｆ０の目標値＝３０Ｈｚ→水滴受板５の質量ｍ＝１４７ｇ
、弾性支持体４のばね定数ｋ＝５．２Ｎ／ｍｍ。
（ｂ）防振体の一次固有振動数ｆ０の目標値＝４０Ｈｚ→水滴受板５の質量ｍ＝１４７ｇ
、弾性支持体４のばね定数ｋ＝９．３Ｎ／ｍｍ。
【００５８】
　各実施形態の換気口端末部材１では、落下する水滴の衝撃力に対して十分な剛性があり
、加工が可能な板厚であることを考慮して、水滴受板５の板厚を０．５ｍｍ～５ｍｍとし
たことによって、水滴受板５と弾性支持体４とで構成される防振体の一次固有振動数ｆ０

を、オクターブバンドの１６Ｈｚ以上で１２５Ｈｚ以下の周波数となるように、より好ま
しくは、オクターブバンドの１６Ｈｚ以上で６３Ｈｚ以下の周波数となるように設定した
。
　例えば、筒部２の径が７５ｍｍの場合において、水滴受板５の板厚を１ｍｍ、水滴受板
５の質量を５０ｇとすることで、防振体のばね定数を０．８にでき、防振体の一次固有振
動数ｆ０をオクターブバンドの２０Ｈｚに設計できる。
　また、筒部２の径が１５０ｍｍの場合において、水滴受板５の板厚を３ｍｍ、水滴受板
５の質量を３００ｇとすることで、防振体のばね定数を４．７にでき、防振体の一次固有
振動数ｆ０をオクターブバンドの２０Ｈｚに設計できる。
【００５９】
　尚、水滴受板５の質量ｍを調整する場合において、水滴受板５の質量ｍを大きくする場
合は、例えば、水滴受板５のに所望の質量ｍのおもり等を付加すればよい。
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　この場合、おもり等は、弾性支持体４と水滴受板５とが連結されている位置の上方に位
置する水滴受板５の上面に付加することが好ましい。
【００６０】
　各実施形態１乃至実施形態９の換気口端末部材１によれば、弾性支持体４を、ばね（板
ばね６０、板ばね６０Ａと板ばね６０Ｂの組み合わせ、コイルばね６０Ｃ）、あるいは、
ばねとゴム７、あるいは、ゴム板（ゴム）６００により構成し、当該弾性支持体４と水滴
受板５とで構成される防振体の一次固有振動数ｆ０を、オクターブバンドの１６Ｈｚ以上
で１２５Ｈｚ以下の周波数となるように、より好ましくは、オクターブバンドの１６Ｈｚ
以上で６３Ｈｚ以下の周波数となるように設定したので、水滴Ｗが水滴受板５に衝突した
際に生じる水滴落下衝突音における中高周波数帯域の音を低減させることができる。
【００６１】
　即ち、各実施形態１乃至実施形態９の換気口端末部材１によれば、一次固有振動数ｆ０

の√２倍にあたる周波数より高い周波数帯において振動伝達率が１以下の防振域となるの
で、水滴受板５からフード部３への振動伝達が抑制されて、水滴の落下衝突で生成された
振動エネルギーのフード部３への伝播を抑制することができる。
【００６２】
　また、当該一次固有振動数ｆ０の周辺の周波数帯は振動増幅域であり、各実施形態１乃
至実施形態９で示した防振体の構造を採用することにより、防振体の一次固有振動数ｆ０

の共振ポイントの増幅倍率は大きくなるが、一次固有振動数ｆ０の近辺の周波数帯は周波
数補正Ａ特性での補正量が大きな領域であるため、人が感じる音圧レベルとしては低い値
になる。
【００６３】
　また、実施形態５乃至実施形態８（図１０～図１３参照）に示した換気口端末部材１の
ように、弾性支持体４がゴム連結部７やゴム連結部７Ａを備えた構成の場合、ゴム連結部
７，７Ａのゴム７０が有する減衰の効果によって、防振体の共振ポイントの増幅倍率を低
下させる効果が付与されるので、共振ポイントの弊害を抑えて水滴落下衝突音の低減効果
を向上した換気口端末部材１を得ることができる。
【００６４】
　また、実施形態９（図１４参照）に係る換気口端末部材１によれば、弾性支持体４を、
ばね機能を持つように形成されたゴム板６００で構成したため、ゴムが有する減衰の効果
を持たせることができるので、防振体の共振ポイントの増幅倍率を低下させる効果が付与
され、共振ポイントの弊害を抑えて水滴落下衝突音の低減効果を向上した換気口端末部材
１を得ることができる。
【００６５】
　また、本発明によれば、水滴受板５の板厚を０．５ｍｍ～５ｍｍとしたことによって、
水滴受板５と弾性支持体４とで構成される防振体の一次固有振動数ｆ０を、オクターブバ
ンドの１６Ｈｚ以上で１２５Ｈｚ以下の周波数となるように設定したので、防振体を構造
体として成立させることができて、かつ、水滴落下衝突時における中高周波数帯域の音を
低減させることができる換気口端末部材１を得ることができる。
【００６６】
　また、本発明によれば、上述した換気口端末部材１のフード部３及び水滴受板５が外壁
面９３よりも外側に突出するように当該換気口端末部材１が外壁９１に設けられ、上下階
の外壁９１に設けられた各換気口端末部材１，１…の各水滴受板５，５…が、垂直線Ｖ上
に位置された建物９０を構築することによって、上階の換気口端末部材１から水滴Ｗが落
下して下階の換気口端末部材１の水滴受板５に衝突した際に生じる水滴落下衝突音の低減
効果に優れた建物９０を提供できる。
【００６７】
　尚、板ばねの形状としては、例えば、Ｚ型やコ字型に形成されたものでも良い。
【００６８】
　また、板ばねやコイルばねやゴム板を複数個用いた構成であってもよい。
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　例えば、実施形態３や実施形態７においては、弾性支持体４は、１つ以上のコイルばね
６０Ｃにより構成されていればよい。
　また、板ばね、コイルばね、ゴム板のうちの２つ以上を用いて弾性支持体４を構成して
もよい。
【００６９】
　換気用端末部材１の全体形状は丸形でもよい。
　また、換気用端末部材１のフード部３の天板３２や水滴受板５の形状は矩形でなくても
よい。
　また、換気用端末部材１は、開口部が、フード部３の下部のみでなく、フード部３の側
面、正面に設けられた構成であってもよい。また、開口部にネットが張られた構成のもの
であってもよい。
【００７０】
　また、換気用端末部材１は、筒部２を備えずに、外壁に直接取り付けられる構成のもの
であってもよい。
【００７１】
　また、水滴受板５と弾性支持体４との連結、弾性支持体４と天板３２との連結は、ボル
ト及びナットによる連結でなくともよい。例えば、溶接や接着剤等によって連結された構
成としてもよい。
【符号の説明】
【００７２】
　１　換気口端末部材、３　フード部、４　弾性支持体、５　水滴受板、７　ゴム、
３２　フード部の天板、６０，６０Ａ，６０Ｂ　板ばね、６０Ｃ　コイルばね、
９０　建物、９１　外壁、９２　換気孔、９３　外壁面、６００　ゴム板。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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